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蘭越町教育委員会会議録 

会議名称 令和５年 第４回 蘭越町教育委員会会議 

開催日時 令和５年４月２６日（水） 午後４時００分開会 午後５時５５分閉会 

開催場所 蘭越町役場庁舎２階会議室 

出席委員等 教育長 小林 俊也 

委員  西澤 雅明（職務代理者） 

委員  及川 かをり 

委員  西元 裕子 

委員  髙橋 浩之 

欠席委員 なし 

事務局出席者 教育次長      梅本 聖孝 

学務課主幹     山本 和教（記録員） 

生涯学習課主幹   上坊寺 一夫 

スポーツ課主幹   滝口 和則 

給食センター長   屋敷 広美 

花一会図書館副館長 小林 勝司 

会議録署名委員 委員 髙橋 浩之 

会議議題 

 

１ 会議録署名委員の指名について 

２ 会期の決定について 

３ 一般業務報告 

４ 小中学校の体罰等に係る実態把握、対応状況について 

５ 令和５年度蘭越町立小学校施設の開放について 

６ 蘭越町特別支援連携協議会委員の任命について 

７ 蘭越町教育支援委員会委員の任命について 

８ 蘭越町生涯学習推進委員の補欠委員の委嘱について 

９ 蘭越町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

10 蘭越町個人情報保護条例の施行に関する蘭越町教育委員会規則の一部を改 

正する規則（案）について 

11 蘭越町立学校管理規則の一部を改正する規則（案）について 

12 蘭越町特別支援連携協議会設置規則の一部を改正する規則（案）について 

13 蘭越町教育委員会が通学路等に設置する防犯カメラの運用に関する要綱の 

一部を改正する告示（案）について 

14 修学旅行の引率業務等に従事する蘭越町立学校職員の勤務時間の割振り等 

に関する要領の一部を改正する訓令（案）について 

15 ふるさとらんこし未来応援奨学金奨学生の採用について 

16 蘭越町立学校の教職員に係る超過在校等時間の公表について 

17 教育委員会の当面のスケジュールについて 
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会 議 概 要 

発言者 発言内容等 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

委員一同 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

委員一同 

 

教育長 

 

委員一同 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

西澤委員 

 

【 開 会 】 

 

ただいまの出席委員は、４名であります。これより令和５年第４回蘭越町教育

委員会会議を開催いたします。ただちに本日の会議を開きます。 

 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、会議規則に

より髙橋委員を指名いたします。 

 

日程第２「会期の決定について」を議題といたします。お諮りします。本日一

日間と決定したいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。よって、本日一日間といたします。 

 

 それでは、これより議事に入りたいと思いますが、事前に本会議おける『秘密

会』について決定しておきたいと思います。 

本会議の附議案件のうち、日程１５、議案第１０号、「ふるさとらんこし未来応

援奨学金奨学生の採用について」は、個人情報等の取り扱いに関わることであり

ますので、その議事を『秘密会』としたいと考えております。 

当該付議事件を『秘密会』とすることについて、反対、または賛成の討論はご

ざいますか。 

 

（※討論なしの声） 

 

なければ、当該付議事件を『秘密会』とすることにご異議ありませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、日程１５、議案第１０号、「ふるさとらんこし未来応援奨学金奨学生

の採用について」を『秘密会』と決定したします。 

 

それでは、議事に入ります。進行は事前にお知らせしておりますとおり、西澤

委員にお願いします。 

 

それでは私の方で進行させていただきます。 

日程第３「一般業務報告について」を議題とします。事務局より報告願います。 
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各主幹 

 

西澤委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※担当する所管業務報告を読み上げ、内容説明） 

 

教育長の方で何かございますか。 

 

私から何点か報告させていただきます。 

学校の状況については、新年度が始まり約一箇月が経過し、職員の異動や入学

式など、あわただしさも落ち着きを見せておりますが、昆布小学校ではインフル

エンザにより欠席者が増え、４月１７日から２０日まで学校閉鎖としておりま

す。幸いにも教職員の罹患はない状況です。しかし道内では新型コロナウイルス

感染症も増加傾向にあることから引き続き感染症は行わなければならないと考

えております。 

次に、令和５年度公立高等学校配置計画地域別検討協議会についてですが、４

月２０日に開催されております。リモート会議となりましたが、本町からは、私

の他、町長、商工会事務局長、蘭越高等学校長、蘭越中学校の校長並びにＰＴＡ

会長、蘭越小学校ＰＴＡ副会長、昆布小学校長が参加しております。会議では、

今年度の入学者状況に係る配置計画の説明を受けておりして、私の方から、「蘭越

高等学校は、今回、再編整備基準の入学者２０名に達したが今後の生徒数を考慮

すると入学者確保は苦慮するところであり道立高校として存続できるよう道教

委の支援をお願いしたい。」と意見させていただきました。いずれにいたしまして

も再編整備に係る基準日は５月１日となりまして、それについては大丈夫であろ

うと思慮しておりますが、来年度については蘭越中学校の卒業生は２７名と少な

くなりますので、気を引き締めて取り組んでいかなければならないと思っていま

す。 

次に、学校における生理用品の配置についてです。このことにつきましては、

道教委においては今年度４月から全ての道立高校のトイレに生理用品を配置す

るということを受けまして、町立学校においても必要性や課題を勘案した上で、

配置に向け検討していくとして４月１３日の定例校長会で協議しております。そ

のような中で、蘭越中学校では配置を開始しております。今後は配置場所や配置

個数を検証しながら改善を進め、必要性が高ければ小学校での開始を含め取り組

んでいきたいと考えております。 

次に、札幌大谷大学との連携協定についてです。昨年、協定を結んだところで

すが、蘭越高等学校との高・大連携の推進の中で、指定推薦枠の確保を進めて行

きたいと考えております。また、蘭越中学校の吹奏楽部との連携を進めておりま

して、大谷大学音楽科とオンラインでつなぎ交流を行いたいと考えております。

元々は部活動の地域移行を見据えた取り組みでありまして、道の補助金が活用で

きることから、それを活用し取組を進めて行きたいと思います。こちらにつきま

しては詳細が決まりましたら改めて報告させていただきます。 

最後に、町民プールの状況ですが、先日の強風により屋根の一部が剥がれてお

ります。風については注意報レベルでしたが、２箇所ほど剥がれているのを確認

しております。屋根材を止めるための土台となる木材が劣化しており、ビスがき
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西澤委員 

 

及川委員 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西元委員 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

かない状況であります。町民プールは平成２年にスタートし、屋根は平成１１年

と平成２３年に補修しているのですが、老朽化が進んでいます。安全面を考慮す

ると、町民プールのあり方等を含め、早急に対応を検討していかなくてはならな

いと考えております。改修には多くの財源を必要といたしますのでその確保や、

方向性をしっかり考えて行かなくてはなりません。 

令和５年度も様々な事業の実施、課題検討、突発的な事案への対応などがあり

ますが、教育委員の皆様の御意見をいただきながら進めていきたいと考えており

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

事務局及び教育長から報告がありましたが、質疑等ございませんか。 

 

 ４月１３日の朝に北朝鮮のミサイル発射でＪアラートが鳴りました。中学校で

は早い段階で安心メールによって保護者へ生徒の無事が知らされました。蘭越小

学校では翌１４日に安心メールの送信テストが行われたとのことですが、緊急時

への対応はしっかりと行ってほしいと思います。同日に開催された定例校長会で

は何かお話はあったのでしょうか。 

 

 Ｊアラートが発信された時の状況といたしましては、各校それぞれで対応して

いたところであり、私が確認の電話をした際には、昆布小学校では子供たちは机

の下に隠れている、中学校では生徒を体育館に集合させている、蘭越小学校では

子供たちの登校が終わっておらず、学校にすぐに入るよう促しているという状況

でありました。校長会の中では、及川委員のおっしゃるとおり中学校では安心メ

ールを送信した、蘭越小学校では安心メール送信していなかったとの話はありま

した。前回のＪアラートが発信された際に、その対応については話をしていたと

ころでしたが、蘭越小学校は校長、教頭とも人事異動で替わっていたことから、

引継ぎが上手くいってなかったかもしれません。今回の件を踏まえまして、蘭越

小学校には有事の際の体制を確認するよう指示しておりますし、今後、そのよう

な事態となった場合は適切な対応ができるということを確認しております。 

 

 Ｊアラートは、子供たちが学校に到着していたら学校の先生に従う、自宅を出

ていなければ自宅から出ないということで良いのですが、通学途中にあってはど

うしたら良いのかというところです。例えば「こども１１０番の家」に駆け込む

ということを子供たちへ指導しておくことが必要だと思います。 

 

 「こども１１０番の家」については事務局で話題になりましたが、これを立ち

上げてから、だいぶ年月が経っています。登録してくれている方も、御高齢にな

っていることや、既に町内にいらっしゃらない方もいて、そうした問題もありま

す。子供たちも見知らぬ大人に声を掛けられることに抵抗感があると思います。

Ｊアラートばかりでなく様々な緊急時への対応を、地域住民を含め町全体で考え

なければならないと思っています。 



- 5 - 

 

西澤委員 

 

 

 

 

髙橋委員 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

西元委員 

 

 

学務課主幹 

 

 

 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

 「こども１１０番の家」の表示はＳＯＳと書かれたステッカーとないっていま

すが、子供たちには分かりづらいものだと思います。もっと大きな看板や旗のよ

うなもので、分かりやすくした方が良いと思いますし、その周知は学校で常に行

わなくてはなりません。 

 

 これについては、教育関係機関だけではなく、全町をあげて再構築していかな

ければならないと思います。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

以上で一般業務報告を終了します。 

 

日程第４ 

報告第１号、｢小中学校の体罰等に係る実態把握、対応状況について｣を議題と

します。事務局報告願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

報告第１号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

２件目の事案については、教師に対するアンケート調査で発覚したものなので

しょうか。 

 

本件につきましては、事案発生直後に被害生徒以外の生徒からの連絡により校

長、教頭が把握しておりまして、すぐに事実確認を行った上で、当該教員に指導

をしておりました。アンケート調査において、改めて被害生徒の保護者からと思

われる回答で不適切な行動があった、また、当該教員からの回答において不適切

な行動をしたと回答がなされたものです。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

質疑がなければ、報告第１号について、終了します。 

 

日程第５ 

報告第２号、｢令和５年度蘭越町立小学校施設の開放について｣を議題としま

す。事務局報告願います。 
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スポーツ課主幹 

 

西澤委員 

 

髙橋委員 

 

スポーツ課主幹 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

報告第２号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 学校施設を使用する際は、団体の代表の方は常駐しているのですか。 

 

 団体の事務局が４名ほどいらっしゃるのですが、その内、１名がつくようにし

ているようです。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

質疑がなければ、報告第２号について、終了します。 

 

日程第６ 

議案第１号、｢蘭越町特別支援連携協議会委員の任命について」を議題としま

す。事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第１号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第１号｢蘭越町特別支援連携協議会委員の任命について｣は事務

局提案のとおり承認することに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第１号」をそのように決します。 

 

日程第７ 

議案第２号、｢蘭越町教育支援委員会委員の任命について」を議題とします。事

務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第２号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 
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委員一同 

 

西澤委員 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

生涯学習課主幹 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

生涯学習課主幹 

 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

給食センター長 

 

西澤委員 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第２号｢蘭越町教育支援委員会委員の任命について｣は事務局提

案のとおり承認することに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第２号」をそのように決します。 

 

日程第８ 

議案第３号、｢蘭越町生涯学習推進委員の補欠委員の委嘱について」を議題とし

ます。事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第３号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 候補者については、どのような形で選考したのでしょうか。 

 

 この方については、私がＰＴＡ活動に積極的に参加している方だということを

存じ上げており、生涯学習推進委員として誠実に取り組んでいただけると思いま

して、委員をお願いしたいと考えております。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第３号｢蘭越町生涯学習推進委員の補欠委員の委嘱について｣は

事務局提案のとおり承認することに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第３号」をそのように決します。 

 

日程第９ 

議案第４号、｢蘭越町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」を議題

とします。事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第４号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 
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委員一同 

 

西澤委員 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

教育長 

 

 

 

西元委員 

 

 

学務課主幹 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第４号｢蘭越町学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい

て｣は事務局提案のとおり承認することに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第４号」をそのように決します。 

 

日程第１０ 

議案第５号、｢蘭越町個人情報保護条例の施行に関する蘭越町教育委員会規則

の一部を改正する規則（案）について」を議題とします。事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第５号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 内容が複雑で分かりにくいものですね。 

 

簡単に申し上げますと、これまでの個人情報制度では多種多様な問題があった

ことから、その制度を国に揃えるというもので、全ての自治体において規定を改

正するよう国に求められているというものです。 

 

 東日本大震災の際、個人情報の利用について支障があり、それを踏まえた改正

ということでしたが、改正時期が今になった理由は何ですか。 

 

 国の改正法の施行がこの４月からとなっておりまして、それに合わせて教育委

員会の規定を改正するものとなります。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第５号｢蘭越町個人情報保護条例の施行に関する蘭越町教育委

員会規則の一部を改正する規則（案）について｣は事務局提案のとおり承認するこ

とに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第５号」をそのように決します。 
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西澤委員 

 

 

 

教育次長 

 

西澤委員 

 

西元委員 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

西元委員 

 

 

学務課主幹 

 

 

日程第１１ 

議案第６号、｢蘭越町立学校管理規則の一部を改正する規則（案）について」を

議題とします。事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第６号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 研修主事を置くことの理由は何ですか。 

 

 教員免許の更新制度が廃止されたことに伴い、教員の資質向上を図るという観

点から校内の研修体制を一層充実させるということが大きな目的になります。学

校長のリーダーシップのもと学校組織全体でそれぞれ主体的、自律的に研修を実

施していくということで、これまでにも研修担当の教員はいたのですが、それを

しっかりと位置づけするものです。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第６号｢蘭越町立学校管理規則の一部を改正する規則（案）につ

いて｣は事務局提案のとおり承認することに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第６号」をそのように決します。 

 

日程第１２ 

議案第７号、｢蘭越町特別支援連携協議会設置規則の一部を改正する規則（案）

について」を議題とします。事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第７号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

 規則では委員を２５名と定めておりますが、医療的ケア児等コーディネーター

は委員には入らないのでしょうか。 

 

 当該委員はこの規則の別表の職にある者が委員となりますが、医療的ケア運営

委協議専門部会の部員については、当該委員から会長が指名する者に加え、町立
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西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

 

教育次長 

 

西澤委員 

学校の学校医と看護師が構成員となっていますので、そこに医療的ケア児等コー

ディネーターを追加したいと考えております。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第７号｢蘭越町特別支援連携協議会設置規則の一部を改正する

規則（案）について｣は事務局提案のとおり承認することに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第７号」をそのように決します。 

 

日程第１３ 

議案第８号、｢蘭越町教育委員会が通学路等に設置する防犯カメラの運用に関

する要綱の一部を改正する告示（案）について」を議題とします。事務局説明願

います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第８号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第８号｢蘭越町教育委員会が通学路等に設置する防犯カメラの

運用に関する要綱の一部を改正する告示（案）について｣は事務局提案のとおり承

認することに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第８号」をそのように決します。 

 

日程第１４ 

議案第９号、｢修学旅行の引率業務等に従事する蘭越町立学校職員の勤務時間

の割振り等に関する要領の一部を改正する訓令（案）について」を議題とします。

事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

議案第９号の説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 
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西澤委員 

 

教育次長 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

 

 

西澤委員 

 

 

 

教育次長 

 

西澤委員 

 

 

西澤委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理は校長先生が行うのでしょうか。 

 

そのようになります。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

それでは、議案第９号｢修学旅行の引率業務等に従事する蘭越町立学校職員の

勤務時間の割振り等に関する要領の一部を改正する訓令（案）について｣は事務局

提案のとおり承認することに異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「議案第９号」をそのように決します。 

 

※日程第１５ 議案第１０号｢ふるさとらんこし未来応援奨学金奨学生の採用

について｣は秘密会議 

 

日程第１６ 

協議第１号、｢蘭越町立学校の教職員に係る超過在校等時間の公表について」を

議題とします。事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

協議第１号の説明が終わりました。委員の皆さまからご意見等がありましたら

お願いいたします。 

 

 蘭越小学校では塾やそれぞれの家庭で行う学習教材があることから宿題を減

らすということを聞いております。そのことも教員の時間外勤務の縮減に繋がる

と思います。 

 

 現状として、感染症対策として色々な行事を行っていないなかでの集計結果で

ありますので、今後、感染症対策が緩和され各種行事を行った際には、その結果

は変わってくるだろうと思っています。４月からの半年分の集計結果がどのよう

になるかというところです。反面、例えば運動会については保護者アンケートで

は午前中の開催が望ましいとされ、児童に特化したプログラムとなっており、以

前あった保護者や地域住民が参加する種目は無くなっています。今後もそのよう

な方向で進んでいくのではないかと思いますが、それが数字にどのように跳ね返

るかは分かりません。 
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及川委員 

 

 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

西元委員 

 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教職員の働き方改革で時間に特化した集計をしていますが、業務の内容を変え

ず時間短縮ができることがベストだと思います。今後、どうすれば短い時間で効

率よく作業ができるのかということを含めた意見交換ができればと良いと思い

ます。 

 

他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

以上で質疑を打ち切ります。それでは協議第１号｢蘭越町立学校の教職員に係

る超過在校等時間の公表について｣は提案のとおり公表することに異議ございま

せんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

異議なしと認め「協議第１号」をそのように決します。 

 

日程第１７ 

協議第２号、｢教育委員会の当面のスケジュールについて｣を議題とします。

「１．行事予定について」説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

公営塾の説明会の開催に当たり、その募集範囲は小学５年生からとなっていま

すが、昆布小学校の児童が希望した場合、その送迎を行う保護者の負担は大きい

ものだと思います。会場となる中学校への送迎を理由に申込をあきらめる方がで

ないよう配慮をお願いします。 

 

それにつきましては、町議会においても御意見をいただいているところです

が、公営塾の実施にあっては、一人一台のタブレット端末を活用した配信授業と

なりますので、インターネットの環境が整っていればどこでもできるものです。

昆布小学校でももちろん配信を受けることができます。蘭越中学校に来る場合も

管理者となるチューターが勉強を教えるわけではありませんので、昆布小学校で

配信を受ける場合は、放課後子ども教室の管理人がチューターの役割を担うこと

ができないかということを検討しているところです。実際に昆布小学校の児童が

希望をするかというところもありますが、中学校に来てもらうのではなく昆布小

学校内で受けることができるように調整していきたいと考えています。 
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西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

生涯学習課主幹 

 

 

西澤委員 

 

 

 

 

西澤委員 

 

教育長 

 

教育次長 

 

 

学務課主幹 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

教育長 

 他にありませんか。 

 

（※質疑なしの声） 

 

次に、「２．各課の主な事務事業について」事務局から何かございますか。 

 

  ※４月２７日蘭越町生涯学習推進委員開催及び５月１９日後志文化団体協 

   議会開催の連絡 

 

次に、「３．第５回教育委員会会議の開催について」を議題といたします。事

務局より説明願います。 

※学務課主幹が開催日時を提案 

次回開催予定日：６月２日金曜日 午後４時００分開始に決定 

 

その他、事務局から何かありませんか。 

 

 （※蘭越小学校教諭の産休について連絡） 

 

  ※令和５年度第１回教育委員学校訪問の開催日時の打診 

  ※教育委員道外視察研修の実施時期について打診 

 

※第５８回 北海道市町村教育委員研修会開催の連絡 

※秘密会とした付議事件に係る議案資料の回収について依頼 

 

委員の皆様から、何かございますか。 

 

（※特になしの声） 

 

質疑がなければ、協議第２号について、終了します。 

以上をもちまして、附議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

 

これを持ちまして、令和５年第４回蘭越町教育委員会会議を閉会いたします。 

 

【 閉 会 】 

 

 


